
 

 

 

【本送信票を含む １枚】 

                                               令和５年４月１３日 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令について

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条

第２項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特

定空家等と認められる建築物の所有者等に対し、佐渡市において３例目となる法第１４条第３項

の規定による命令を次のとおり行いました。 

●命令の内容 

令和５年６月１９日までに当該建築物の全部を解体・撤去するよう、命令を行いました。 

●命令の実施日 

令和５年４月１３日（木曜日） 

●命ずるに至った自由 

   当該建築物は前面道路及び隣地との距離が近く、建築物の一部は崩壊しており、建

築物裏側屋根の一部が陥没し、そのまま放置すれば、崩壊部及び屋根陥没部より雨水

が侵入し構造躯体の腐食の進行が予想され、建具転倒及び屋根（瓦）の落下などにより

前面道路の通行人等に危害が及ぶなど、保安上危険となるおそれのある状態のため。 

●所在地 

佐渡市 両津夷 299-1 （現場に標識があります） 

●位置図 （およその位置です） 

 

 

 

佐渡市報道資料 

本件についての問い合わせ先 

佐渡市役所市民生活部生活環境課 

担当：池田、鶴間 

電話（直通）0259-63-3113 


